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調査事項の見直しについて 

１ 背景 

本調査の調査事項については、直近（2022 年調査）の見直しにおいて、第６期科学技術・イノベーション基

本計画への対応（特定目的別研究費に「AI 分野」、「バイオテクノロジー分野」及び「量子技術分野」の３分野

の追加）と、「フラスカティ・マニュアル 2015」への対応（「研究関係従業者数」の内訳として「うち労働者派遣

法に基づく派遣労働者」の追加等）、「フラスカティ・マニュアル 2015」への対応（「研究関係従業者数」の内訳

として「うち労働者派遣法に基づく派遣労働者」の追加等）を行った（別紙１）。 

一方、これらの見直しによる報告者負担の増加から、統計委員会答申（諮問第 154 号の答申）において

「今後の調査事項の見直しに当たっては、報告者負担の実態を適切に把握した上で、調査事項の削減等の

必要性も含めて検討すること」と指摘された。 

 

２ 見直し案 

（１） 第７期科学技術・イノベーション基本計画への対応 

今般、第７期科学技術・イノベーション基本計画（令和８年３月 27 日閣議決定）において「国家戦略技術

領域」に指定された以下の６領域について、本調査での研究費の把握を要請された。 

 

① 機械学習に必要な電子計算機を稼働するために必要なプログラム、ＡＩモデルによる機械学習アル

ゴリズムプログラム、ＡＩモデルによる機械学習サポートプログラム、ＡＩロボット基幹技術といったＡＩ・

先端ロボット関連技術 

② 量子コンピューティング技術、量子通信・暗号技術、量子マテリアル技術、量子センシング技術とい

った量子関連技術 

③ 先端半導体製造関連技術や光電融合技術といった半導体・通信関連技術 

④ 生体の構造・機能に影響を与える候補物質の探索・最適化、合成生物学に基づくバイオ素材等の

生産技術、新品種の開発・育種・ゲノム編集技術といったバイオ・ヘルスケア関連技術 

⑤ ブランケット技術やトリチウム回収・再利用技術といったフュージョンエネルギー関連技術 

⑥ 衛星測位システム、衛星通信技術、リモートセンシング、軌道上サービス、月面探査、輸送サービス

技術といった宇宙関連技術 

 

     これを踏まえ、以下のとおり、それぞれ研究費の追加等の対応を行う（「調査票記入上の注意」に掲載

する各分野の内容例示については 別紙２参照）。 

 

【本調査における対応（案）】 

①ＡＩ・先端ロボット 

   特定目的別研究費（３分野）の「AI 分野」で設定済み。 

従前と定義・範囲についての変更はないが、ＡＩ搭載ロボットが該当する旨を明確化するため、名称

を「AI 分野（AI 搭載ロボットを含む）」に変更。内容例示にも、AI 搭載ロボットを含むことを明記。 

 

②量子 

   特定目的別研究費（３分野）の「量子技術分野」で設定済みであり、引き続き把握。 
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③半導体・通信 

具体的な定義・範囲に合わせ、特定目的別研究費（３分野）に「半導体・光電融合技術」として追加。 

 

④バイオ・ヘルスケア 

特定目的別研究費（３分野）の「バイオテクノロジー分野」で設定済みであり、引き続き把握。 

 

⑤フュージョンエネルギー 

特定目的別研究費（３分野）に「フュージョンエネルギー」を追加。 

なお、フュージョンエネルギーについては、研究している企業が他の分野と比べ少ないことが想定

されることから、内閣府からフュージョンエネルギーに関する研究を行っている企業の最新情報を入

手し、調査対象に加えることで結果精度の確保を図る。 

 

⑥宇宙 

特定目的別研究費（８分野）の「宇宙開発分野」で設定済みであり、引き続き把握。 

 

 

＜特定目的別研究費の新旧比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字  国家戦略技術領域
 名称変更
 追加項目

現行 見直し（案）

特定目的別研究費（８分野） 特定目的別研究費（８分野）
ライフサイエンス分野 ライフサイエンス分野

情報通信分野 情報通信分野
環境分野 環境分野

物質・材料分野 物質・材料分野
ナノテクノロジー分野 ナノテクノロジー分野

エネルギー分野 エネルギー分野
宇宙開発分野 宇宙開発分野
海洋開発分野 海洋開発分野

特定目的別研究費（３分野） 特定技術別研究費（５分野）
ＡＩ分野 ＡＩ分野（ＡＩ搭載ロボットを含む）

バイオテクノロジー分野 バイオテクノロジー分野
量子技術分野 量子技術分野

半導体・光電融合技術分野
フュージョンエネルギー分野
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なお、上記のとおり、特定目的別研究費（旧３分野）を５分野に拡張するに当たり、特定目的別研究費

（８分野）と名称が重複することによる混乱を回避する観点から、名称を変更する。名称については、把握

対象項目が「国家戦略技術領域」におおむね該当していることから、『特定技術別研究費』に変更する。 

 

また、これまで特定目的別研究費については、企業 B を把握対象外としてきたが、企業規模を問わず

我が国全体の研究開発の実態をより的確に把握する観点から、企業規模の条件を外し、資本金１億円未

満の企業にも把握対象を拡張することにより、特定目的別研究費、特定技術別研究費の結果の充実を図

る。 

 

 

（２） 報告者負担軽減を踏まえた調査事項の見直し 

製品・サービス分野別研究費（企業 A）は、過去、科学技術に関する政府の刊行物や民間における利用

等が行われていたが、現状、他の事項に比して利活用（政策や研究への利用、国際機関へのデータ提供

等）が少ない状況となっている。 

上記の特定技術別研究費（５分野）の拡充に伴う、分野別研究費の報告者負担軽減の観点から、本調

査事項を削除する。 

 

なお、企業 A から「製品・サービス分野別研究費」を削除、企業 B に「特定目的別研究費」及び「特定技

術別研究費」を追加することにより、企業 A と企業 B の調査事項が同一になることから、企業 A と企業 B

の調査票を統合する。 

 



別紙１

【参考】
近年における調査事項の見直し状況

（2017年調査以降）

（凡例）
：2017年以降の調査から追加した事項
：2022年以降の調査から追加した事項
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企業A
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（
分
割
）

企業A
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（
分
割
）

※ 2017年調査において、「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、
「ライフイノベーションの推進」を削除

企業A
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企業A
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企業B
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（
分
割
）

企業B
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（
分
割
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企業B
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企業B
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非営利団体・公的機関
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（
分
割
）

非営利団体・公的機関
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（
分
割
）

※ 2017年調査において、「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、
「ライフイノベーションの推進」を削除

非営利団体・公的機関
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非営利団体・公的機関
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大学等
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大学等
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（
分
割
）

※ 2017年調査において、「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、
「ライフイノベーションの推進」を削除

大学等
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大学等



 

 

特定目的別研究費（８分野）の内容例示 

 

ライフサイエンス 

分野 

生命現象・生物機能を解明する基礎的研究から、実験生物、保健・医療に関

する研究、環境保全、生物の工業利用、食料資源の開発、生物によるエネルギ

ー開発など、生命科学に係る研究を幅広くとらえていいます。また、生命倫理

や法制度など関連する人文・社会科学的な研究も含みます。 

情報通信分野 

集積回路や電子機器材料などハードウェアに関する研究開発、データ通信技

術やソフトウェア（OS等システムプログラムのみでなく、アプリケーションも

含む。）に関する設計開発のほか、画像処理、暗号・認証技術や遠隔医療診断な

ど情報処理技術の利用法に関する研究、ネットワーク高度化技術の研究、高度

コンピューティング技術の研究、ヒューマンインターフェース技術の研究など

をいいます。 

環境分野 

自然環境保護、環境汚染対策を目的とする自然科学的研究のほか、環境税制、

都市計画、社会制度（ゴミの回収等）など環境問題に関連する人文・社会科学

的な研究も含みます。いわゆる省エネに関する技術も広く含めます。 

物質・材料分野 

情報通信や医療等の基盤となる原子・分子サイズでの物質の構造及び形状の

解明・制御や、表面、界面等の制御等の物質・材料技術、及び省エネルギー・

リサイクル・省資源に応える付加価値の高いエネルギー・環境用物質・材料技

術、並びに安全な生活空間を保障するための安全空間創成材料技術等に関する

研究をいいます。 

ナノテクノロジー 

分野 

ナノ（10億分の１）メートルのオーダーで原子・分子を操作・制御すること

等により、ナノサイズ特有の物質物性等を利用した新しい機能を発現させる研

究等をいいます。具体的には、ナノレベルで物質構造等を制御することで、超

高強度化、超軽量化、超高効率発光等の革新的機能を有するナノ物質・材料、

超微細化技術や量子効果の活用等により、次世代の超高速通信、超高速情報処

理を実現するナノ情報デバイス、体内の患部に極小のシステムを直接送達し、

診断・治療する医療技術、様々な生物現象をナノメートルレベルで観察し、そ

のメカニズムを活用し制御するナノバイオロジーなどの研究開発をいいます。 

エネルギー分野 

化石燃料、地熱・太陽・風力・海洋・生物等の自然、原子力などエネルギー

源の開発に関する研究（特殊な材料など周辺技術も含みます。）と、エネルギ

ー消費の効率化（いわゆる省エネ）に関する研究をいいます。また、炭素税な

どエネルギー問題に関連する人文・社会科学的な研究も含みます。 

宇宙開発分野 

衛星搭載機器、宇宙用耐熱材料、衛星通信、衛星写真の解析による資源探査

など、宇宙空間の利用に関係する研究を幅広くいいます。ただし、天体観測や

宇宙線の観測など、天文学に属する学術的な研究は含みません。 

海洋開発分野 

魚介類の養殖、海洋生物資源の調査計測、海底油田探査技術、海水からの金

属抽出、潮汐発電など、海洋を利用することを目的とする研究を幅広く含めて

いいます。ただし、船舶など海上輸送機器の設計開発は除きます。 
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特定技術別研究費（５分野）の内容例示 

ＡＩ分野（ＡＩ

搭載ロボットを

含む） 

人工知能を構成する上で必要となる基機的研究から、社会実装に必要なＡＩシステム

化技術及び関連デバイス技術に関する研究開発、さまざまな産業及び経済活動分野への

ＡＩ実装技術の研究開発、ＡＩを搭載するロボットの装置・システム等に関する研究、Ａ

Ｉに係る倫理・法制度など、ＡＩ科学技術及びＡＩを搭載するロボットに係る幅広い研究

をいいます。 

バイオテクノロ

ジー分野 

知識、商品及びサービスを生産するために、生体材料又は非生体材料を変更するため

の、生体並びにその一部、産物及びモデルへの科学技術の適用に関する研究をいいます。 

量子技術分野 量子に関する科学及びそれを応用する技術に関する基盤的研究から、実用化・事業化に

向けた研究開発のほか、これを支える周辺技術に関する研究開発など、量子技術に係る幅

広い研究をいいます。 

半導体・光電融

合技術分野 

半導体素子及び集積回路並びにその研究開発、設計、製造、組立、実装及び検査に必要

な原材料、部素材、設備、機器、装置、治工具、プログラムその他これらに関連するもの

に関する研究、光と電気・電波の特性を融合し、情報の伝送・処理における高速化、低消

費電力化、低遅延化を実現する技術をいいます。 

フュージョンエ

ネルギー分野

原子核同士が融合して別の原子核に変わる際に放出されるエネルギーに関する科学及

びそれを応用する技術に関する研究開発のほか、これを支える周辺技術に関する研究開

発など、フュージョンエネルギーに係る幅広い研究をいいます。 




